
福
島
県
教
育
委
員
会

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則(

昭
和
五
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

｢

第
二
条
の
表
中

改

正

法

を

昭
和
二
十
九

に
、

小
学
校
及
び

年

改

正

法

法
の
特
例
等

｣
｣

｢

小
学
校

法
の
特

中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授
与
に
係
る
教
育
職
員
免
許

介
護
等
体
験

を

に
関
す
る
法
律(

平
成
九
年
法
律
第
九
十
号)

特

例

法

教
育
職

｣
(

平
成

及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授
与
に
係
る
教
育
職
員
免
許

介
護
等
体
験

例
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
九
年
法
律
第
九
十
号)

特

例

法

に
改
め
、

員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
十
九
年

十
九
年
法
律
第
九
十
八
号)

改

正

法

｣

同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令(

平
成
二
十
年
文

改

正

省

令

部
科
学
省
令
第
九
号)

免
許
状
更
新
講
習
規
則(

平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号)

更
新
講
習
規
則

第
三
条
中｢

又
は
別
表
第
二｣

を｢

、
別
表
第
二
又
は
別
表
第
二
の
二｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

単
位
修
得
証
明
書｣

を｢

学
力
に
関
す
る
証
明
書(

免
許
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
明
書
を

い
う
。
以
下
同
じ
。)

｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中｢

備
考
十
若
し
く
は
十
一｣

を｢

備
考
九
若
し
く

は
十｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

他
の
種
類
の
免
許
状
を
所
持
し
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
免
許
状
の
写
し
又
は
授
与
証
明

書
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
条
の
二

免
許
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
免
許
法
別
表
第
一
、
別
表
第
二
又
は
別
表
第
二
の

二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
普
通
免
許
状
の
授
与
を
願
い
出
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
県

教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二

免
許
状
更
新
講
習
修
了(

履
歴)

証
明
書(

免
許
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
証
明
書
を
い

う
。
以
下
同
じ
。)

第
四
条
中｢

第
十
六
条
の
二｣

を｢

第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
十
六
条
の
三
第
二
項
又
は
第
十
六

条
の
四
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

他
の
種
類
の
免
許
状
を
所
持
し
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
免
許
状
の
写
し
又
は
授
与
証
明

書
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
条
の
二

免
許
法
第
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
の
授
与
を
願
い
出
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
を
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

二

免
許
状
更
新
講
習
修
了(

履
歴)

証
明
書

第
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

他
の
種
類
の
免
許
状
を
所
持
し
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
免
許
状
の
写
し
又
は
授
与
証
明

書
第
五
条
の
二
第
三
号
中｢

単
位
修
得
証
明
書｣

を｢

学
力
に
関
す
る
証
明
書｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
四
号
中｢
単
位
修
得
証
明
書｣

を｢

学
力
に
関
す
る
証
明
書｣

に
改
め
、
同
条
中
第
九
号
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を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

免
許
状
更
新
講
習
修
了(

履
歴)

証
明
書(

免
許
法
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合

に
限
る
。)

第
九
条
の
二
第
四
号
中｢

単
位
修
得
証
明
書｣

を｢

学
力
に
関
す
る
証
明
書｣

に
改
め
る
。

第
十
条
中｢

第
五
条
第
二
項｣

を｢

第
五
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

第
五
条
第
三
項｣

を｢

第
五
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

第
五
条
第
五
項｣

を｢

第
五
条
第
六
項｣

に
、｢

改
正
法｣

を｢

昭
和
二
十

九
年
改
正
法｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中

｢

第
五
条
第
五
項｣

を

｢

第
五
条
第
六
項｣

に
、

｢

改
正
法｣

を｢

昭
和
二
十
九
年
改
正
法｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

第
十
七
条
第
二
項｣

を｢

第

十
七
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

改
正
法｣

を｢

昭
和
二
十
九
年
改
正
法｣

に
改
め
る
。

第
二
十
条
中｢

附
則
第
十
三
項｣

を｢

附
則
第
十
四
項｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中｢

福
島
県
教
育
委
員
会｣

を｢

県
教
育
委
員
会｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と

し
、
第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

(

講
習
を
受
講
で
き
る
者)

第
二
十
五
条

更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
県
教
育
委
員

会
又
は
県
内
の
市
町
村
教
育
委
員
会
の
職
員(
教
育
職
員
を
除
く
。)

の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一

教
育
長
又
は
教
育
次
長(

福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則(

平
成
二
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則

第
四
号
。
以
下｢

組
織
規
則｣

と
い
う
。)

第
十
五
条
第
一
項
の
表
に
規
定
す
る
職
を
い
う
。)

の
職
に
あ
る
者

二

教
育
委
員
会
に
置
か
れ
る
課
又
は
室(

学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指

導
等
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
も
の
に
限
る
。)

の
長

三

教
育
機
関(

学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に
関
す
る
事
務
を
所

掌
す
る
も
の
に
限
る
。)

の
長(

前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。)

四

管
理
主
事(

組
織
規
則
別
表
第
二
の
表
に
規
定
す
る
職
を
い
う
。)

の
職
に
あ
る
者

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に

関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
者

２

更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

と
す
る
。

一

教
育
職
員
で
あ
つ
た
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
き
国
、
県
若
し
く
は
市

町
村
の
職
員
又
は
国
立
大
学
法
人(

国
立
大
学
法
人
法(

平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号)

第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。)

、
公
立
大
学

法
人(

地
方
独
立
行
政
法
人
法(

平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号)

第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。)

若
し
く
は
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
独
立
行
政
法
人(

独
立

行
政
法
人
通
則
法(

平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

を
い
う
。)

の
役
員
若
し
く
は
職
員(

教
育
職
員
を
除
く
。)

で
あ
つ
て
、
県
内
に
お
い
て
学
校

教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が
認
め
る
者

(

更
新
講
習
修
了
確
認
を
受
け
る
義
務
を
課
す
者)

第
二
十
六
条

改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
二
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定

す
る
者
と
す
る
。

２

改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
三
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

教
育
職
員
で
あ
つ
た
者
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
き
県
若
し
く
は
市
町
村

の
職
員
又
は
国
立
大
学
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員(

教
育
職
員
を
除
く
。)

と
な
つ
て
い
る
者

で
あ
つ
て
県
内
に
お
い
て
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
関
す
る
専
門
的
事
項
の
指
導
等
に
関
す
る

事
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が
認
め
る
者

(

講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
者)

第
二
十
七
条

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
二
号
及
び
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
二

号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
と
す
る
。

２

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
第
二
十
五
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

３

改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
四
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
者
と
す
る
。

(

優
秀
教
員
表
彰)

第
二
十
八
条

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
五
号
及
び
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
五

号
の
規
定
に
よ
り
免
許
管
理
者
が
指
定
す
る
表
彰
等
は
、
次
に
掲
げ
る
表
彰
で
あ
つ
て
、
免
許
状
の

有
効
期
間
の
満
了
の
日
又
は
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
各
号
に
規
定
す
る
修
了
確
認

期
限
ま
で
の
十
年
の
間
に
行
わ
れ
た
も
の
と
す
る
。

一

文
部
科
学
大
臣
に
よ
る
表
彰

二

県
教
育
委
員
会
に
よ
る
表
彰
で
あ
つ
て
、
県
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
表
彰
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
県
教
育
委
員
会
が
認
め
る
も
の

(

有
効
期
間
の
更
新
の
申
請)

第
二
十
九
条

免
許
法
第
九
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
は
、
有
効
期
間
更
新
申
請
書(

第
二
十
二
号
様

式)

と
す
る
。

２

免
許
法
第
九
条
の
二
第
二
項
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

免
許
状
の
写
し
、
授
与
証
明
書
、
前
回
の
有
効
期
間
の
更
新
の
際
に
発
行
さ
れ
た
有
効
期
間
更

新
証
明
書(

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
十
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の

有
効
期
間
の
更
新
に
関
す
る
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

又
は
有
効
期
間
延
長
証
明
書(

免

許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
十
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間
の
延

長
に
関
す
る
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

二

免
許
状
更
新
講
習
修
了(

履
歴)

証
明
書

三

戸
籍
抄
本

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
が
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
免
許
法
第
九
条
の
二
第
二
項
の
申
請
書
は
、
免
許
状
更
新
講
習

免
除
に
よ
る
有
効
期
間
更
新
申
請
書(

第
二
十
三
号
様
式)

と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
申
請
の
場
合
に
お
け
る
免
許
法
第
九
条
の
二
第
二
項
の

免
許
管
理
者
が
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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授
与

権
者

授
与
年
月
日

免
許
状
番
号

教
科
､
事
項
又
は
領
域

免
許
状
種
類

一

免
許
状
の
写
し
、
授
与
証
明
書
、
前
回
の
有
効
期
間
の
更
新
の
際
に
発
行
さ
れ
た
有
効
期
間
更

新
証
明
書
又
は
有
効
期
間
延
長
証
明
書

二

戸
籍
抄
本

三

前
条
に
規
定
す
る
表
彰
を
受
け
た
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
表
彰
を
証
す
る
書
類

四

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
類

(

有
効
期
間
の
延
長
の
申
請)

第
三
十
条

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
九
第
二
項
の
申
請
書
は
、
有
効
期
間
延
長
申
請
書(

第

二
十
四
号
様
式)
と
す
る
。

２

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
九
第
二
項
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

免
許
状
の
写
し
、
授
与
証
明
書
又
は
前
回
の
有
効
期
間
の
更
新
の
際
に
発
行
さ
れ
た
有
効
期
間

更
新
証
明
書

二

戸
籍
抄
本

三

免
許
法
第
九
条
の
二
第
五
項
の
や
む
を
得
な
い
事
由
を
証
す
る
書
類

(

旧
免
許
状
所
持
者
の
申
請)

第
三
十
一
条

改
正
省
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

改
正
省
令
附
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
申
請

更
新
講
習
修
了
確
認
申

請
書(

第
二
十
五
号
様
式)

二

改
正
省
令
附
則
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
申
請

期
間
確
認
申
請
書(

第

二
十
六
号
様
式)

三

改
正
省
令
附
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
申
請

修
了
確
認
期
限
延
期
申

請
書(

第
二
十
七
号
様
式)

四

改
正
省
令
附
則
第
九
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
申
請

免
許
状
更
新
講
習
免
除

認
定
申
請
書(

第
二
十
八
号
様
式)

２

改
正
省
令
附
則
第
九
条
第
二
項
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
書
類
は
、
戸
籍
抄
本
の
ほ
か
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
申
請
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
の
申
請

ア

免
許
状
の
写
し
、
授
与
証
明
書
又
は
改
正
省
令
附
則
第
十
五
条
に
規
定
す
る
更
新
講
習
修
了

確
認
に
関
す
る
証
明
書

イ

免
許
状
更
新
講
習
修
了(

履
歴)

証
明
書

二

前
項
第
二
号
の
申
請

ア

免
許
状
の
写
し
、
授
与
証
明
書
又
は
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
確

認
に
関
す
る
証
明
書

イ

免
許
状
更
新
講
習
修
了(

履
歴)

証
明
書

三

前
項
第
三
号
の
申
請

ア

免
許
状
の
写
し
、
授
与
証
明
書
又
は
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

修
了
確
認
期
限
の
延
期
に
関
す
る
証
明
書

イ

改
正
省
令
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

四

前
項
第
四
号
の
申
請

ア

免
許
状
の
写
し
、
授
与
証
明
書
又
は
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
か
つ
こ
書
に

規
定
す
る
認
定
に
関
す
る
証
明
書

イ

改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

｢２
教
科
名

第
一
号
様
式
中｢２

教
科
名

を

３
教
育
職
員
免
許
状
保
有
の
有
無
有
・
無

に
改

３
履
歴
事
項
｣

４
履
歴
事
項

｣

め
、
同
様
式
注
�
中｢第

10条
第
１
項
第
２
号
｣

の
次
に｢又

は
第
３
号
｣

を
加
え
、
同
様
式
注
�
中

｢又
は
第
２
項
｣

を｢か
ら
第
３
項
ま
で
｣

に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中｢､

第
19条
｣

を｢､
第
14条
｣

に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中｢第

10条
第
１
項
第
２
号
｣

の
次
に｢又

は
第
３
号
｣

を
加
え
、｢又

は
第
２
項
｣

を｢か
ら
第
３
項
ま
で
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２
１
号
様
式
(第
24条
関
係
)

第
号

教
育
職
員
免
許
状
授
与
(交
付
)
証
明
書

本
籍
地

氏
名

生
年
月
日

上
記
の
者
に
下
記
の
教
育
職
員
免
許
状
を
授
与
(交
付
)
し
た
こ
と
を
証
明
し
ま
す
｡

年
月

日
福
島
県
教
育
委
員
会

記
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備
考

有
効
期
間
の
満
了
日

(修
了
確
認
期
限
)

根
拠

規
定

追
加
し
た
領
域
及
び

追
加
年
月
日

授
与

権
者

授
与
年
月
日

免
許
状
番
号

領
域

名
追
加
年
月
日

教
科
指
導
､
生
徒
指
導
そ
の
他
教
育

の
充
実
に
関
す
る
事
項

教
職
に
つ
い
て
の
省
察
並
び
に
子
ど

も
の
変
化
､
教
育
政
策
の
動
向
及
び

学
校
の
内
外
に
お
け
る
連
携
協
力
に

つ
い
て
の
理
解
に
関
す
る
事
項

事
項

種
類
番

号
授
与
年
月
日開
設
者 授
与
権
者年

月
日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

修
了
(履
修
)
年
月
日

免
許
状
に
記

載
の
氏
名
免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

教
・
養
・
栄

教
・
養
・
栄

教
・
養
・
栄

対
象
免
許
種

第
二
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
七
様
式
を
加
え
る
。

第
２
２
号
様
式
(第
29条
関
係
)

有
効
期
間
更
新
申
請
書

年
月

日

福
島
県
教
育
委
員
会

本
籍

地
住

所
(
ふ

り
が

な
)

氏
名

生
年

月
日

連
絡

先
勤
務
(予
定
)
校
又
は
勤
務
機
関

職
名

教
育
職
員
免
許
法
第
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
下
記
の
と
お
り
免
許
状
の
有
効
期
間
の

更
新
を
申
請
し
ま
す
｡

記
１
更
新
を
申
請
す
る
免
許
状

２
修
了
し
､
又
は
履
修
し
た
免
許
状
更
新
講
習

備
考１

｢勤
務
(予
定
)校
又
は
勤
務
機
関
｣
及
び
｢職
名
｣
欄
は
､
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空

欄
と
す
る
こ
と
｡

２
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
､
枠
を
追
加
し
て
記
入
し
､
又
は
別
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
添
付
す
る
こ
と
｡

３
２
の
｢対
象
免
許
種
｣
欄
は
､
教
諭
(幼
稚
園
､
小
学
校
､
中
学
校
､
高
等
学
校
又
は

特
別
支
援
学
校
の
教
諭
)
免
許
状
に
対
応
す
る
講
習
の
場
合
は
｢教
｣
を
､
養
護
教
諭
免

許
状
に
対
応
す
る
講
習
の
場
合
は
｢養
｣
を
､
栄
養
教
諭
免
許
状
に
対
応
す
る
講
習
の
場

合
は
｢栄
｣
を
○
印
で
囲
む
こ
と
(複
数
あ
る
場
合
は
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
を
○
印
で
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種
類
番

号
授
与
年
月
日
授
与
権
者
免
許
状
に
記

載
の
氏
名
免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

種
類
番

号
授
与
年
月
日
授
与
権
者
免
許
状
に
記

載
の
氏
名
免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

囲
む
こ
と
｡
)
｡

４
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

第
２
３
号
様
式
(第
29条
関
係
)

免
許
状
更
新
講
習
免
除
に
よ
る
有
効
期
間
更
新
申
請
書

年
月

日

福
島
県
教
育
委
員
会

本
籍

地
住

所
(
ふ

り
が

な
)

氏
名

生
年

月
日

連
絡

先
勤
務
(予
定
)
校
又
は
勤
務
機
関

職
名

教
育
職
員
免
許
法
第
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
下
記
の
と
お
り
免
許
状
更
新
講
習
の
受

講
の
免
除
に
よ
る
有
効
期
間
の
更
新
を
申
請
し
ま
す
｡

記
１
更
新
を
申
請
す
る
免
許
状

２
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
の
免
除
事
由

備
考１

｢勤
務
(予
定
)校
又
は
勤
務
機
関
｣
及
び
｢職
名
｣
欄
は
､
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空

欄
と
す
る
こ
と
｡

２
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
､
枠
を
追
加
し
て
記
入
し
､
又
は
別
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
添
付
す
る
こ
と
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

第
２
４
号
様
式
(第
30条
関
係
)

有
効
期
間
延
長
申
請
書

年
月

日

福
島
県
教
育
委
員
会

本
籍

地
住

所
(
ふ

り
が

な
)

氏
名

生
年

月
日

連
絡

先
勤
務
(予
定
)
校
又
は
勤
務
機
関

職
名

教
育
職
員
免
許
法
第
９
条
の
２
第
５
項
及
び
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
第
61条
の
９
の
規
定
に

よ
り
､
下
記
の
と
お
り
免
許
状
の
有
効
期
間
の
延
長
を
申
請
し
ま
す
｡

記
１
延
長
を
申
請
す
る
免
許
状
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載
の
氏
名
載
の
本
籍
地

教
科
指
導
､
生
徒
指
導
そ
の
他
教
育

の
充
実
に
関
す
る
事
項

教
職
に
つ
い
て
の
省
察
並
び
に
子
ど

も
の
変
化
､
教
育
政
策
の
動
向
及
び

学
校
の
内
外
に
お
け
る
連
携
協
力
に

つ
い
て
の
理
解
に
関
す
る
事
項

事
項

種
類
番

号
授
与
年
月
日開
設
者 授
与
権
者年

月
日

年
月

日
年

月
日

年
月

日

修
了
(履
修
)
年
月
日

免
許
状
に
記

載
の
氏
名
免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

教
・
養
・
栄

教
・
養
・
栄

教
・
養
・
栄

対
象
免
許
種

２
延
長
前
の
有
効
期
間
：

年
月

日

３
延
長
さ
れ
た
場
合
に
希
望
す
る
有
効
期
間
：

年
月

日

４
延
長
事
由
：

備
考１

｢勤
務
(予
定
)校
又
は
勤
務
機
関
｣
及
び
｢職
名
｣
欄
は
､
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空

欄
と
す
る
こ
と
｡

２
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
､
枠
を
追
加
し
て
記
入
し
､
又
は
別
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
添
付
す
る
こ
と
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

第
２
５
号
様
式
(第
31条
関
係
)

更
新
講
習
修
了
確
認
申
請
書

年
月

日
福
島
県
教
育
委
員
会

本
籍

地
住

所
(
ふ

り
が

な
)

氏
名

生
年

月
日

連
絡

先
勤
務
(予
定
)
校
又
は
勤
務
機
関

職
名

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
２
条
第
２
項
及
び

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
下
記

の
と
お
り
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
を
申
請
し
ま
す
｡

記
１
有
す
る
免
許
状

２
修
了
し
､
又
は
履
修
し
た
免
許
状
更
新
講
習

備
考１

｢勤
務
(予
定
)校
又
は
勤
務
機
関
｣
及
び
｢職
名
｣
欄
は
､
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空

欄
と
す
る
こ
と
｡

２
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
､
枠
を
追
加
し
て
記
入
し
､
又
は
別
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
添
付
す
る
こ
と
｡

３
２
の
｢対
象
免
許
種
｣
欄
は
､
教
諭
(幼
稚
園
､
小
学
校
､
中
学
校
､
高
等
学
校
又
は

特
別
支
援
学
校
の
教
諭
)
免
許
状
に
対
応
す
る
講
習
の
場
合
は
｢教
｣
を
､
養
護
教
諭
免

許
状
に
対
応
す
る
講
習
の
場
合
は
｢養
｣
を
､
栄
養
教
諭
免
許
状
に
対
応
す
る
講
習
の
場

合
は
｢栄
｣
を
○
印
で
囲
む
こ
と
(複
数
あ
る
場
合
は
該
当
す
る
も
の
す
べ
て
を
○
印
で
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事
項

種
類
番

号
授
与
年
月
日

開
設

者

授
与
権
者
免
許
状
に
記

載
の
氏
名

修
了
(履
修
)
年
月
日

免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

教
科
指
導
､
生
徒
指
導
そ
の
他
教
育

の
充
実
に
関
す
る
事
項

教
職
に
つ
い
て
の
省
察
並
び
に
子
ど

も
の
変
化
､
教
育
政
策
の
動
向
及
び

学
校
の
内
外
に
お
け
る
連
携
協
力
に

つ
い
て
の
理
解
に
関
す
る
事
項

事
項

開
設

者

年
月

日
年

月
日

年
月

日

年
月

日

修
了
(履
修
)
年
月
日

囲
む
こ
と
｡
)
｡

４
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

第
２
６
号
様
式
(第
31条
関
係
)

期
間
確
認
申
請
書

年
月

日
福
島
県
教
育
委
員
会

本
籍

地
住

所
(
ふ

り
が

な
)

氏
名

生
年

月
日

連
絡

先
勤
務
(予
定
)
校
又
は
勤
務
機
関

職
名

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
２
条
第
３
項
第
３

号
及
び
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､

下
記
の
と
お
り
期
間
の
確
認
を
申
請
し
ま
す
｡

記
１
有
す
る
免
許
状

２
修
了
し
､
又
は
履
修
し
た
免
許
状
更
新
講
習

備
考１

｢勤
務
(予
定
)校
又
は
勤
務
機
関
｣
及
び
｢職
名
｣
欄
は
､
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空

欄
と
す
る
こ
と
｡

２
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
､
枠
を
追
加
し
て
記
入
し
､
又
は
別
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
添
付
す
る
こ
と
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

第
２
７
号
様
式
(第
31条
関
係
)

修
了
確
認
期
限
延
期
申
請
書

年
月

日

福
島
県
教
育
委
員
会

本
籍

地
住

所
(
ふ

り
が

な
)

氏
名

生
年

月
日

連
絡

先
勤
務
(予
定
)
校
又
は
勤
務
機
関

職
名

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
２
条
第
４
項
及
び

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
下
記

の
と
お
り
修
了
確
認
期
限
の
延
期
を
申
請
し
ま
す
｡
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種
類
番

号
授
与
年
月
日
授
与
権
者
免
許
状
に
記

載
の
氏
名
免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

種
類
番

号
授
与
年
月
日
授
与
権
者
免
許
状
に
記

載
の
氏
名
免
許
状
に
記

載
の
本
籍
地

記
１
有
す
る
免
許
状

２
延
期
前
の
修
了
確
認
期
限
：

年
月

日

３
延
期
を
申
請
す
る
修
了
確
認
期
限
：

年
月

日

４
延
期
事
由
：

備
考１

｢勤
務
(予
定
)校
又
は
勤
務
機
関
｣
及
び
｢職
名
｣
欄
は
､
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空

欄
と
す
る
こ
と
｡

２
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
､
枠
を
追
加
し
て
記
入
し
､
又
は
別
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
添
付
す
る
こ
と
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡

第
２
８
号
様
式
(第
31条
関
係
)免
許
状
更
新
講
習
免
除
認
定
申
請
書

年
月

日

福
島
県
教
育
委
員
会

本
籍

地
住

所

(
ふ

り
が

な
)

氏
名

生
年

月
日

連
絡

先
勤
務
(予
定
)
校
又
は
勤
務
機
関

職
名

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
２
条
第
５
項
か
つ

こ
書
及
び
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
､
下
記
の
と
お
り
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
の
免
除
の
認
定
を
申
請
し
ま
す
｡

記
１
有
す
る
免
許
状

２
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
の
免
除
事
由

備
考１

｢勤
務
(予
定
)校
又
は
勤
務
機
関
｣
及
び
｢職
名
｣
欄
は
､
記
入
で
き
な
い
場
合
は
空

欄
と
す
る
こ
と
｡

２
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
は
､
枠
を
追
加
し
て
記
入
し
､
又
は
別
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
添
付
す
る
こ
と
｡

３
受
講
の
免
除
事
由
が
表
彰
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
場
合
は
､
表
彰
を
行
っ
た
主
体
も
記

入
す
る
こ
と
｡

４
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
し
､
縦
長
に
し
て
用
い
る
こ
と
｡
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
の
改
正
規
定
、
第
四

条
の
改
正
規
定(｢

第
十
六
条
の
二｣

を｢

第
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
十
六
条
の
三
第
二
項
又
は
第

十
六
条
の
四
第
三
項｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

、
第
二
十
条
の
改
正
規
定
及
び
第
二
十
五
条
の
改

正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号

教
育
庁
本
庁

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程(
平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
学
校
経
営
支
援
課
の
項
第
一
号
中｢)
の
施
行｣

を｢

。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

及
び

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
八

号
。
以
下｢

改
正
法｣

と
い
う
。)

の
施
行｣

に
改
め
、
同
号
１
中｢

第
五
条
第
一
項｣

を｢

法
第
五

条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
２
中｢

第
五
条
第
五
項｣

を｢
法
第
五
条
第
六
項｣

に
改
め
、
同
号
４
中

｢

第
十
八
条
第
一
項｣

を

｢

法
第
十
八
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
４
を
同
号
６
と
し
、
同
号
３
中

｢

第
十
七
条｣

を｢

法
第
十
七
条｣

に
改
め
、
同
号
３
を
同
号
５
と
し
、
同
号
２
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

３

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新

４

法
第
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間
の
延
長

別
表
第
二
学
校
経
営
支
援
課
の
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７

改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
の
修
了
の
確
認

８

改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
後
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
二
年
以
上
の
期
間
内
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認

９

改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
修
了
確
認
期
限
の
延
期

10

改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
か
っ
こ
書
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
更
新
講
習
の
免
除
の
認
定

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
八
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
機
関

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程(

平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
第
十
六
号
中｢

証
人
等｣

を｢

裁
判
員
等｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
中｢

教
育
総
務
課
長｣

を｢

教
育
長｣

に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中｢

教
育
委
員
会｣

を｢

教
育
長｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

教
育
総
務
課
長

に｣

を
削
る
。｢

別
表
第
一
中

政
策
監

｢

理
事

を

｣

政
策
監

｢

業
務
担
当
の
教
育
次
長

学
校
教
育
総
室
の
課
長

学
校
教
育
総
室
の
課
に
属

に
、

以
外
の
職
員

｣
｢

業
務
担
当
の
教
育
次
長

学
校
教
育
総
室
の
課
長

学
校
教
育
総
室
の
課
に
属

す
る
課
長

を

以
外
の
職
員

｣

庁
参
事

す
る
課
長

に
改
め
る
。

｣
様
式
第
二
号(

表
面)

中｢育
児
休
業

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…育

｣

を｢育
児
休
業

…
…
…
…
…

自
己
啓
発
等
休
業

…
…

｢
｢
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…
…
…
…
…
…育

…
…
…
…
…啓

休
｣

に
、

を

に
改
め
、
同
様
式(

裏
面)

｣
｣

｢
｢

中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

様
式
第
二
十
号
及
び
様
式
第
二
十
一
号
中｢福

島
県
教
育
委
員
会
委
員
長
｣

を｢福
島
県
教
育
委
員

会
教
育
長
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年

五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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休業

育児

日

休業

育児

等休業

自己啓発

日
日

休業

育児

日

休業

育児

等休業

自己啓発

日
日

業
児

日

業
児

休業
啓発

日
日



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
様
式
第
二

号
、
様
式
第
二
十
号
及
び
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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